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第２５回千葉県大規模小売店舗立地審議会議事録 
 

１ 日 時：平成１５年１０月２８日（火） 午後２時から午後４時３０分まで 
２ 場 所：千葉県自治会館 ４階 中ホール 

３ 出席者：千葉県大規模小売店舗立地審議会委員（８名） 

       伊藤（公）委員、伊藤（捷）委員、磯村委員、古宮委員、崎田委員、 

中村委員、轟木委員、榛澤委員 

      事務局 

       商工労働部 飯田次長 

       経営支援課 阿部室長、貫井主幹、大畑主幹、掛巣副主幹、 

田中副主幹、長谷部主任主事 

       千葉県警交通規制課 斉藤補佐 

４ 開 会： 

① 審議案件概略説明 

＜飯田次長＞ 届出に係ります審議案件が３件、報告案件が８件ございます。 

届出に係る審議案件といたしましては、（仮称）リブレ京成アルビ

ス前原店、カインズホーム八日市場店、（仮称）ケーヨーデイツー伊

豆島店の３件でございます。また、変更の届出に対する報告は、東部

ビルサンショッピングセンター本八幡店ほか７件でございます。これ

らはすべて閉店時刻等を変更するものでありまして、周辺の生活環境

に及ぼす影響がほとんどないと認められ、事務局ベースで処理してご

ざいますので、報告するものです。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

② 成立要件の確認（県行政組織条例第３２条第２項の規定により、委員の半数

以上の出席があることから成立を確認した。） 

③ 配付資料の確認 

④ 議長の選出（県行政組織条例第３２条第１項の規定により伊藤会長を議長に選出

した。） 

⑤ 傍聴者の入室（傍聴者の入室につき委員の異議がないものとして入室を許可し

た。） 

⑥ 議事録署名人選出（議長が崎田委員及び榛澤委員の２名を指名した。） 

５ 議 事： 

○ 議題（１）新設の届出に対する県意見に係る審議については、次のとおりであった。 

 

① 審議案件１「（仮称）リブレ京成アルビス前原店」について 

＜事務局説明＞          （ＯＨＰ） 

 所在は船橋市、設置者は株式会社京成ストアでございます。業種は、

食品スーパーでございます。 

 審議資料、右側の欄の届出事項でございますが、新設日を11月７日

に予定しております。店舗面積は1,193㎡。開店時刻、閉店時刻でご

ざいますが、午前10時から午後９時まで。駐車場利用可能時間帯は午

後９時半まで、荷さばき可能時間帯については午後６時までというこ

とで、いずれも夜間にはかからないということでございます。 

 周辺の環境でございますが、新京成の新津田沼駅から１つ下ったと

ころでございまして、津田沼の中心市街地から約１㎞ぐらいの距離で
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ございます。土地は都市基盤整備公団の用地でございまして、借地に

なっております。 

（図面）北側は住宅、そして幼稚園がございます。西側には学校がご

ざいます。更にその周りはマンション、住宅等で構成されております。

このような立地でございまして、比較的閑静な住宅地に立地するもの

でございます。 

 市町村・住民等の意見についてはございませんでした。 

 （図面）審議資料の２ページ目、指針に沿った配慮すべき事項で、

駐車場の収容台数でございます。必要台数は54台と算出されており、

届出台数は54台となっております。この店舗形態は、公道を挟んで２

つの敷地にまたがり、東側の区画が店舗になります。この店舗面積で

駐車場台数を算出しますと、その敷地内ではおさまらないということ

で、西側の敷地に駐車場を設置することで必要台数を確保するもので

ございます。西側の第二駐車場にはコンビニエンスストアと郵便局、

ドラッグストア、歯医者、こういった店舗が同時に建設されます。公

道が、東西の敷地を分断して真ん中を通っています。食品スーパーの

店舗面積に基づいた駐車場を確保するということで、必要台数は54

台ということでございます。先ほど申し上げました第二駐車場の４店

舗につきましては、必要台数は９台と見ていまして、郵便局に来られ

る方が２台、コンビニエンスストアについては７台分と算出してござ

いまして、駐車場は合計９台、これらの店舗用に、54台とは別個に敷

地内で確保されているということでございます。 

 交通への支障の回避ということでございますけれども、オープン時、

それから繁忙期につきましては、出入口に交通整理員を配置して交通

の安全を確保するということでございます。 

 駐輪場でございますが、指針の参考値として31台が計算されており

ますけれども、届出台数は66台となっております。 

 続いて３ページ目でございますけれども、荷さばき施設でございま

す。荷さばき施設は150㎡で、同時に作業が可能なトラック台数２台

が入る面積を確保しております。先ほど申し上げました荷さばき可能

時間帯は午前６時から午後６時ということで、昼間の時間帯で処理を

していくということでございます。 

 それから、店舗への経路の設定でございますが、敷地内の周辺２か

所に看板を設置して来客の案内をするということでございます。地域

が住宅地で、住宅に密着した近隣の店舗ということになります。それ

に、経路そのものも、幹線道路は南北に走るこの１本しかないもので

すから、経路案内としては比較的わかりやすくお客を呼び込めるとい

うことでございます。 

 来客のための歩行者の通行の利便ということでございますが、店舗

敷地内では通路を設けるということ、そして、現在、計画店舗に近接

する交差点ですが、３か所の横断歩道については歩行者専用の信号が

ございます。第二駐車場と店舗がまたがりますので、今はない箇所に

新たにマークをつけて新しく横断歩道を設置し、両敷地の行き来を安

全にする方策をとっております。 

 廃棄物減量、リサイクルについての事項でございます。この店舗に
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つきましては、食品リサイクル法の対象店舗になっております。した

がいまして、減量化、リサイクル化が義務づけられるわけですが、減

量化については、レジ袋の削減を図るためにマイバッグを推進してい

く方法をとるということでございます。ペットボトル、食品トレー、

牛乳パックにつきましては、店頭で回収して業者に出してリサイクル

をするということでございます。食品の残渣につきましては、来年度、

16年度からでございますけれども、処理方法を考えていくということ

で、堆肥化をすることで考えているそうでございます。 

４ページからの騒音の関係についてご説明させていただきます。 

（図面）先ほどお話ししましが、周辺についてですが、これが店舗、

隔地駐車場。南側に都市基盤整備公団の賃貸マンションが建っていま

して、届出の時点ではこの辺りはまだ更地でしたが、今月、私どもで

現場調査したとき、入居者募集中ということで、家賃が大体12万から

13万円ぐらいの、10階建て、９階建てといったマンションが完成して

います。さらに、東側にはライオンズマンションができております。 

 こちらの店舗でございますが、食料品スーパー。しかしながら、営

業時間は夜間に及ばず、午前10時から午後９時までということと、荷

さばきも廃棄物回収も昼間のみで、夜間は行いません。ということで、

食料品スーパーにつきものの24時間連続運転する冷凍機についての

騒音対策をどのように講じているかというのが、このスーパーの騒音

対策の１つの要になろうかと思います。マンションがたくさんありま

すので、マンションの側と、北側の幼稚園の裏側の住宅でそれぞれ予

測しています。すべて基準以下となりますが、周辺の状況をごらんく

ださい。 

 （写真）まず、こちらでございますが、今申し上げました都市基盤

整備公団の10階建てのマンションの一番上から写真を撮りました。右

に見えますのが今回の審議会の対象となる店舗でございます。１階が

店舗、ここの屋根が２階でございます。この前に第一駐車場がござい

まして、ここだけでは足りないために、公道を挟んだ正面の場所も駐

車場にするということでございます。正面の建物が郵便局やコンビニ

が入ります。今回、これは対象外で、右側の店舗が主要な部分でござ

います。 

 （写真）さらに、こちらが今回の主要な店舗お店でございます。右

側が９階建てのマンションでございます。店舗敷地はこのように相当

セットバックがありまして、敷地内の緑地が十分にとれています。 

 ここに注意していただきたいのですが、屋根の上に機械が並んで見

えると思います。この部分がこのお店の冷凍機で、24時間動く部分で

ございます。見ていただければおわかりになりますように、このよう

に外壁でずっと囲んでおりまして、外壁が遮音壁と兼用になっており

まして、そこに冷凍機が設置されているような構造になっております。 

 （写真）これが冷凍機室外機置場に直接入って撮ったものでござい

ます。これが室外機でございます。奥が先ほど申し上げたライオンズ

マンション、うちの職員が立って塀の高さの目安としておりますが、

約３ｍの遮音壁を設置しまして、騒音の防止を行っているということ

でございます。 
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（図面）これが、このお店とライオンズマンションの位置関係でご

ざいます。 

先ほどの写真ですと随分接近して見えますが、実際はこのとおり離

れておりまして、こちらを見ていただくと、東側に先ほどの室外機置

き場がございまして、その中に機械が入っております。壁で囲ってあ

って、外からは機械が全然見えないようになっております。高さ的に

も、先ほどの壁でマンションに対する騒音が十分防止できるという構

造になっています。 

 （写真）最後でございますけど、マンションと計画店舗の前の交差

点を写したものがこちらでございます。店舗とマンションがこれだけ

セットバックがされているというところでございます。 

 そのようなことで、お手元の４ページの方に戻っていただきまして、

対策としては遮音壁を設置する、荷さばきを夜間は行わない、ＢＧＭ

も室外では行わないということで、５ページにいきまして、騒音の総

合的な予測結果になります。Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆと６地点、それ

ぞれこの店舗の周りをＡ、Ｂとやっておりますけど、こういった防音

対策の結果、基準値55に対して、最高でも44。夜間につきましては、

先ほどの遮音壁により、基準値45に対して、すべて30dB未満という形

になっております。 

 ６ページに、夜間に発生する騒音ごとの予測結果というのがござい

ます。こちらは先ほどお話しいたしましたように、冷凍機だけが稼働

いたします。敷地境界ということで、冷凍機に一番近いＰ１、Ｐ２、

Ｐ３で予測していますが、先ほどのような壁があるために、基準40

に対して30dB未満となりすべて基準値未満ということになりまして、

騒音に対する必要な対策がとられていると判断しています。 

 続きまして６ページでございますが、廃棄物に関する事項でござい

ます。廃棄物の保管容量につきましては、指針値で計算しますと、紙

類、それから空き缶・空き瓶、厨芥類、これを含めまして7.6m
３
と計

算されますけれども、この店舗では32.22m
３
ということで保管容量を

設定してあります。保管した廃棄物については、指定業者によって週

６回運搬をするということでございます。 

 それから、７ページの街並みづくりへの配慮ですが、船橋市の条例

で、設置者が船橋と協議した結果でございますけれども、緑化率が

9.6％ということで、緑化面積358㎡を確保するということでございま

す。 

 夜間照明等につきましては、外部に拡散しないように配慮するとい

うこと。それから、点灯時間は９時半までということでございます。 

 続きまして８ページ目でございますけれども、県の総合判断。駐車

の需要台数、駐輪台数、ともに充足されていると認められます。それ

から、荷さばき施設につきましても適切な配慮がされていると認めら

れます。先ほどの話でありました騒音、廃棄物、街並みづくり等につ

きましても適正に配慮されていると認められます。 

船橋市、住民の意見はなかったということで、当該店舗に関しまし

て、指針に照らし合わせて適正に配慮されているものと判断いたして

おります。 
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したがいまして、県の意見は「なし」ということにさせていただき

たいと思います。 

 以上でございます。 

＜伊藤会長＞ 委員の方、ただいまの事務局の説明につきまして、ご質問、あるいは

ご意見がございましたら、出していただきますように。 

＜崎田委員＞ 街並みのところでちょっと質問をしたいんです。最初に提出いただい

た計画書では、緑化率が12％となっているんですが、いただいている審議

資料の方では9.6％となっていまして、このことは書類を出してからいろ

いろ協議をされて、このようになったということなんですか。 

＜事務局＞ 書類提出時は、船橋市緑の保全と緑化の推進に関する条例という

のがありまして、これに基づくと12％という話があったんですが、周

囲の状況等を勘案して、協議の結果、最終的に9.6％におさまったと

聞いております。 

＜崎田委員＞ そうすると、例えばこれだけ緑地をとっていただいていればいいとは

思うんですけれども、書類上はこの数値を訂正いただいて、9.6％の数字

で審査が通るという、そういう形になるんですか。 

＜事務局＞ はい。 

＜崎田委員＞ わかりました。ありがとうございます。 

＜伊藤会長＞ 協議は市当局とやったわけですか？ 

＜事務局＞ そうです。調整済みと聞いております。 

＜伊藤会長＞ ほかにいかがでしょう。割に小ぶりのスーパーですからね。多少マン

ションがあるというのがあるんですが、騒音もクリアしているようですし、

大きな問題はなかろうかという感じはいたします。特段のご異議、あるい

はご質問がないようでしたら、県の意見（案）が「意見なし」ということ

ですが、これで妥当と認めてよろしいでしょうか。 

 それでは、本案件、リブレ京成アルビス前原店は、県の「意見なし」と

いうことで審議会は了承いたしました。ありがとうございます。 

②審議案件２「カインズホーム八日市場店」について 

＜事務局説明＞          （ＯＨＰ） 

所在地は八日市場市、設置者が株式会社カインズということでござ

います。この店舗の中には、小売業者が２店舗入ります。１社はカイ

ンズという名称でございまして、業種はホームセンターでございます。

それから、もう１店舗はベイシアという会社でございまして、食料品

スーパーでございます。この２業態の店舗が同一敷地内に入るという

形になっております。 

右の届出概要でございますが、新設日は平成15年11月８日を予定し

ております。店舗面積は１万4,145㎡。開店、閉店時間でございます

けれども、午前８時から午後９時までということで、これも夜間の営

業にはならないということでございます。荷さばき時間帯につきまし

ても午前６時から午後７時までということで、夜間にはならないとい

うことでございます。 

周辺の環境でございますが、これは八日市場駅から１㎞ない距離で

ございまして、千葉から銚子の方に行く総武本線という鉄道がござい

ますけれども、この鉄道と、国道126号、これも銚子方面に行く道路

ですけれども、その間に雑種地みたいな形であったんですが、それを
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造成しまして、国道と鉄道の間に店舗をつくるということでございま

す。国道に沿って新しい店舗がつくられるわけですけれども、その反

対側は事業所と、それから住居が２世帯ございます。あとは空き地が

目立つようなところとご理解いただければと思うんですが、駅寄りの

方にはＮＴＴですとか公共事業所がございます。 

それから、(7)番目としての経過でございますけれども、第５条の

１項として、３月７日に新設の届出がなされたわけですけれども、そ

の後、変更届が出ております。この変更届は、駐車場の出入り口の数

でございます。数が５か所から４か所になったということで、この事

項につきましては、あらかじめ届出をするということで、特に８か月

制限がかからない事項となっておりますので、本日は新設と変更届の

２つを審議していただくことになります。５か所から４か所に１か所

の減で、場所ですけれども、これは今図面でお示ししているところで

ございまして、本来、ここを借り上げる予定でした。地権者が１人な

んですけれども、相続の関係で貸すことができないという事態になり

まして、ここをやめまして、その分、ここに予定されていた駐車台数

は、東側に余剰地がまだあったということで、そこに駐車台数を確保

することで、ここにある出入口を閉鎖するということでございます。

この出入口は、ピーク時のときに予備的に使おうと計画したもので、

４つの入り口があれば交通への障害もないということで変更届を出

されてきて、今日に至ったということでございます。 

市町村・住民の意見でございます。５条届出に対する意見でござい

ますけど、これは八日市場市からはなかったんですが、住民からの意

見がございました。それから、先ほどの変更届の６条２項の件でござ

いますけれども、これは両方とも意見がございませんでした。 

２ページ目の店舗の設置、運営方法についての事項でございます。

駐車場の収容台数は、指針上は計算式では1,115台ということで、届

出台数は１台上回るだけでございますけれども、1,116台を確保する

ということでございます。 

駐車場の構造でございますけれども、これは店舗前面と店舗の上に

駐車場を設けるということで、店舗の上の方に行くルートとしては２

か所。東側と西側のスロープ、これを上がって出入りをするようにな

っています。 

それから、店舗敷地への出入り口でございますけれども、先ほど４

か所ということでございますけれども、国道に面したところが交差点

に近接した箇所を含めまして３か所ございます。国道沿いの出入り口

につきましては、北側の２か所で、右折が可能にしてあります。出入

り口２の方は右折レーンを新たに設けまして、車の出入りをスムーズ

にするということになっております。なお、出入口の１につきまして

は、特に右折のレーンは設けないということでございますが、それま

でに、交差点の右折、それから出入口の２の右折で吸収していくとい

うことで、出入口１は予備的に設置してあるとご理解いただければと

思います。 

それから、交差点を右折する箇所でございますけれども、これにつ

いては、右折の後すぐまた左折するわけなんですが、ここは現在４ｍ
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道路で細い道路しかございませんで、設置者側がセットバックをしま

して、歩道を新たにつけると同時にもう１車線つくるということで車

の出入りをスムーズにするということ。それから、交差点を右折する

ときの国道側の方の右折レーンでございますが、これは85ｍの右折レ

ーンをつくって、信号機の右矢印を設定することによって車の流れを

スムーズにする方法をとるということでございます。 

駐輪場の台数ですが、これにつきましては、ホームセンターと食品

スーパー部分とに分けて計算されております。まず、ホームセンター

部分でございますけれども、これは特別な事情ということで、自転車

で来る人は少ないだろうという想定のもとで、現在、新八街店という

のがオープンしておりますが、このピーク時の時間当たりの台数を調

査しまして、この台数をもとに現在の八日市場店を想定した台数が31

台となるわけですけれども、この31台と、それから食品スーパーの方

の台数、これは指針参考値の計算式ではじき出した87台ということで、

その合算として118台の駐輪台数を確保するということでございます。

指針による参考値を活用した必要台数になりますと、372台という台

数でございますけれども、ホームセンター、食品スーパーということ

で、これほどの自転車台数の必要性はないだろうという想定で計算さ

れた120台でございます。 

３ページ目でございますけれども、荷さばき施設でございます。荷

さばき施設につきましては419㎡ということで、ホームセンター側に

は201㎡、スーパー側に218㎡という形で分けて設定しています。荷さ

ばきの作業可能台数ですが、自動車が入ってきて同時に作業できるの

が、各施設とも、大型車で、２台ずつが入れる広さを確保していると

いうことです。 

それから、経路の設定でございます。ここは鉄道と、それから国道

に挟まった敷地の店舗ということで、山側と海側からのお客様を呼ん

でくるということになるわけですけれども、海側の方につきましては、

主要な交通の流れとしては３か所です。線路をまたぐような形で跨線

橋になっておりまして、ここが一番のルートになるということで、海

側からの流入。それから、もう１つ南に下がりまして、やはり海側か

らの流入がありまして、道路は何本もないんですけれども、海側から

のルート設定は図面の緑の矢印でお示ししたとおりの形で誘導する

ということでございます。大体、基本的には国道126号に車が集中せ

ざるを得ないということで、後ほど話に出てきますが、交通の渋滞を

招くのではないだろうかという意見が出ています。 

誘導に当たって看板を設置するということで、図面上に書いてあり

ますけど、このようなカインズホームの看板を立てて、決まったルー

トへの誘導をしていく方法をとるということでございます。駐車場に

つきましては、交通整理員を置いて整理をしながら安全な誘導をして

いくということでございます。 

歩行者の通行の利便性ということでございますけれども、これにつ

きましては先ほど申し上げましたように、国道沿いには、もともと歩

道はついております。ここから線路の方に入っていく道路が非常に狭

いということで、ここに先ほど話しました、設置者側がセットバック
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をして、歩道と車道を拡幅することで安全性を確保するということで

ございます。 

４ページ目の廃棄物の減量化、リサイクル化ですが、ベイシアでは

食品リサイクル法の対象店舗になっております。このため、搬入商品

の段ボール等の減量を目指していくということで、折りたたみコンテ

ナなどを利用して減量化を図っていきますということでございます。

それから、現在使おうとしているカートやパレットについてはリサイ

クル品を使うということでございます。食品リサイクルにつきまして

は、法律で、平成18年度までに20％の減量、再資源化と定められてい

ます。これを基本方針として、決められた減量計画に沿ってリサイク

ル化を進めていくということでございます。ホームセンターにつきま

しては、現在、家電の取り扱いは考えていないということでございま

す。 

５ページからの騒音の関係をご説明する前に、去る10月10日に現場

を調べに行きましたので、現場の写真を先に説明させていただきます。 

（図面）まず、経路設定のところで出てきた跨線橋のご説明です。

総武線をまたぐ跨線橋でございます。この跨線橋の上から、今回の店

舗の現在の状況を撮ったものがこちらでございます。（写真）左側が

ＪＲの総武線。このさらに左に道路がありまして、それより先左はほ

とんど田んぼでございます。正面が、今、盛んに建設を行っていると

ころです。私どもが行ったときには、鉄骨の組み立てがほとんど終わ

りまして、鉄骨に外壁材としてのＡＬＣ板を張りつけるような作業に

入っておりました。店舗左側が２階に上がる駐車場のスロープ部分で

ございます。２階の部分も鉄骨が組んいますが、この店舗は、２階の

部分に屋根がかかる構造になっておりまして、２階駐車部分のフロア

の上に鉄骨が組んでありますのは店舗があるわけではなくて、２階の

駐車場にとまったお客様が雨に濡れなくてもいいようにするために、

ここに屋根をつくっているということでございます。 

（写真）こちらが国道側から見た写真でございまして、先ほどの線

路が写真の右側にあります。鉄骨が組まれておりまして、先ほど申し

上げましたように、１階売り場部分、その上が屋根がかかる部分の駐

車場ということで、この部分は店舗ではございません。道路の向かい

側ですが、先ほどありましたように、事業所系の住まいが多く、住居

として使われているのは２件ぐらいでございました。 

もう少し駅から離れている側―これが非常に大きい建物で、同じ

ような写真が出てきますけど、端から端まで大体250ｍぐらい、この

鉄骨がずっとつながっております。同じような風景ですが、このよう

な状況です。 

（写真）これもまた、先ほどのところから少しずらして撮ったもの

ですが、もう少し先に行くと右折して入る出入口があります。このよ

うな形で作業が進んでいます。 

（写真）これからお見せします交差点は、先ほど話にありましたよ

うに、セットバックして幅員をふやすという交差点でございます。 

この写真で言うと、左へ入る道路ですね。ここが狭いために、幅員

をふやすということです。 
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（写真）次にお示しする写真なんですけど、この交差点部分の幅員

をふやすところがどうなっているのかというものです。先ほどの拡幅

するというのは、ここに職員が立っていますけど、この部分を道路と

するということでございます。奥にのれんや看板が出ていますけれど

も、この一帯が飲み屋街になっておりまして、１階はすべて飲み屋で

す。正面建物の２階と３階が住居として使われておりまして、最も近

接する予測地点ということで予測評価しています。 

（図面）そのような関係で、周辺につきまして、ボウリング場の駐

車場やコンビニがあるところで、その近隣の住居として使われる可能

性があるところを予測地点として選んでいます。また、先ほどの住居

併用店舗、飲み屋のところを予測地点として選んでいます。 

お手元の資料の５ページの方にお戻りください。こちらの店舗の特

徴ですが、ホームセンターということですけど、５ページの一番上に

書いてございますように、発電機を設置するとしております。通常、

非常用の発電機というのはよく使われますけど、ここでは常用で使う

発電機。185ｋＷの発電機を５台設置して、昼間の時間帯のみ稼働す

るということになっております。（図面）この図面でいきますと、２

階の線路側に発電機が設置されます。この発電機の対策として、発電

機専用の遮音壁を設置するということで、ここでご訂正をいただきた

いんですが、「発電機廻り（高さ4.0ｍ）」と書いてございますが、

4.5ｍの誤りでございますので、申しわけございませんが、4.5ｍにご

訂正願います。 

（図面）さらに、その部分を拡大したものがこちらでございます。

これが２階部分の図面でございます。線路側に発電機が設置されまし

て、その発電機を囲むように遮音壁で囲んでしまうという対策でござ

います。 

（図面）さらに、非常に細長くなっておりますけど、これが立面図

で、正面から見たものでございます。下が１階、上が２階、屋根の部

分。正面から見ると壁になっておりますけど、実態は駐車場の屋根で

ございます。それで、ここにご注目ください。駐車場の東側に先ほど

申し上げました発電機５台を囲む遮音壁がございます。このように、

4.5ｍもあるような壁でしっかり囲って防音対策をやるということに

なっております。 

さらに、これを東側から見た図面がこれでございます。これを見て

いただくとおわかりになりますように、右側が前面でございます。前

面に塔屋がありまして、ここに屋根が立っていて鉄骨で支えている。

２階部分の屋根といったら、これでおわかりになると思います。さら

に、左側に立っておりますのが、４方向を囲んでいる遮音壁でござい

ます。このような対策をやることになっております。 

（図面）それ以外には、荷さばき作業につきましては屋内で荷さば

きを行うとしております。西側に食料品スーパーのベイシアの荷さば

き場がございますけど、屋内化して、屋内で荷さばき作業を行う。東

側にカインズホームの荷さばき場がございますけど、こちらは完全屋

内化ではございませんで、２階屋根がある部分の下で行うという形に

なっています。ともに、ベイシアもカインズホームも荷さばきを夜間
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には行わないということ。廃棄物の回収も昼間のみと。もちろん発電

機は昼間だけということになっております。さらに、カインズホーム

の事業所の中で資機材を動かすものにつきましては、電動フォークリ

フトを使って動かすという対策をとっています。 

また、ベイシアの冷凍機。こちらは食料品スーパーでございますの

で、当然冷凍機が設置されます。冷凍機は２階前面に設置されるわけ

ですが、先ほどの図面でおわかりになりますように、こちらの面は２

階程度まで立ち上げてある看板面の壁でございまして、その壁の裏側

に冷凍機が設置されるということで、正面からはこういった部分は一

切見えないような構造になっています。今申し上げましたのは、東側

に発電機。西側前面に冷凍室外機が設置されて、取り囲む面が壁構造

になっているということでございます。 

これらのことをやりまして、ページをおめくりいただきまして次の

ページでございます。その結果、総合的な等価騒音レベルにおきまし

ても、夜間の最大値―夜間といっても、動いているのは冷凍機と、

キュービクルだけでございますが、いずれも基準値を下回るというこ

とになっておりまして、必要な対応がとられていると判断しています。 

続きまして、７ページの廃棄物の保管でございますが、保管施設の

容量として83㎥を設定しております。指針では28.577という数字が算

出されるんですが、これにつきましてはホームセンターとスーパーの

合算でございます。ホームセンター側は37㎥、それからスーパー側は

46㎥と分かれて設置されております。 

廃棄物の運搬処理ですけれども、これは毎日回収に来るということ

で、敷地外で処理をするということでございます。 

街並みづくりへの配慮でございますけれども、基本的には店舗を線

路側に寄せて、駐車場、それから国道と距離をとって騒音対策を講じ

るということ、敷地の外周、歩道側に集中してということになります

が、緑地を設けるということでございます。これは面積としては3.1％

になりますけれども、都市計画法上の３％が設定されておりますので、

これはクリアしているということでございます。 

続きまして、８ページ目の意見でございますけど、市の意見はござ

いませんでしたが、住民等の意見といたしまして、八日市場市の商工

会から意見が出ております。これにつきましてご説明しますと、出店

前後の交通問題に関することで交通協議会を設置して検討してくだ

さいということですが、協議会というものはございませんけれども、

出店に際しまして、道路管理者、それから地元警察、事業者、工事施

工者、こういう人たちの間で常に協議を行って、よい方向に進めてい

くということで現在進んでおります。したがいまして、協議会をつく

るということはしませんけれども、協議を常にしていくことで適切な

対応をとっていると認めております。 

（図面）それから、２番目の出庫車対策ということでございますが、

これは線路の図を見ていただければと思います。線路の海側に市道

1017号線があるということで、これに国道126号と結びつけるような

高架橋ですとか跨線橋をつくってくれということでございます。これ

については、設置者が行うということは指針の範囲を超えるのではな
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いかと判断いたしまして、県の意見とする事項ではないと判断してお

ります。しかしながら、先ほど申し上げましたように、設置者側とし

て、極力交通の協議には応じていくという姿勢は見られております。 

それから、出店予定地から旭方面に向かって民地を利用した道路整

備をしてくださいということですが、店舗の東側、線路伝いに沿って

空き地があるんですが、そこを道路として整備して、先ほど申し上げ

ました跨線橋の方につながるような道路を１本通したらどうかとい

うことでございます。これについては過度の負担になるのではないか

ということで、なおかつ民地のため、対応は現在考えてないというこ

とでございます。 

それから、４番目でございますが、歩行者の安全確保と渋滞を防止

するということで、市道212号というのは拡幅する道路のことを言っ

ているわけですが、それとあわせて市道1014号というのが駅に向かっ

てあるわけです。この周辺の道路をこの際拡幅して道路整備をしてく

ださいということで、これは八日市場市に要望している事項でござい

まして、事業者側としては、先ほど申し上げましたセットバック等を

しながら安全の対策を講じていく方法をとっているということで、一

部ではあるんですが、設置者側としても、できる範囲のことはしてい

るということでございます。 

それから５番目の、旧道117号線というのがあるそうですけれども、

交通渋滞を防ぐために、そこへの拡幅整備をしてもらいたいというこ

とです。横芝の方に向かう旧道がございますけれども、212号線から

これにつながっているんですが、この道路が細いということで、この

拡幅を市に要望するということでございまして、設置者側が云々とい

うよりも、市への要望ということでございます。意見書を通して、機

会あれば市で整備を図ってもらいたいという趣旨でございました。 

それから、大きな２番目でございますけれども、薬屋からの意見で

ございます。これは市道とか県道に歩道が整備されていない状況では、

交通渋滞、交通事故の心配があるということで、県、市が道路環境の

整備を進めた上で出店していただきたいということでございますけ

れども、これにつきましても、設置者側としてはできる限りの整備を

していくということで、もともと渋滞があったという経過もございま

して、設置者として、できることはやるということで、それ以外につ

いてはやや過度の負担を生じさせるものと判断しております。 

それから、３番目のクワタ種苗株式会社ですが、交通渋滞が起こる

ということで、国道７か所の信号が立て続けにあることにより、これ

が渋滞の根源であると言われておりまして、この方は、交通渋滞を起

こしてはならないというご意見です。これにつきましては、改めて交

通量調査をしました。（図面）丸印がある５か所についてでございま

すけれども、交差点の飽和度と、それから流入量調査を設置者の方に

依頼いたしまして、結果的に信号と信号の間は、１つの信号を走り抜

けると次の信号でとまると、その繰り返しになるわけなんですけれど

も、１つの信号で２回渋滞というのは見られなかったということで、

全体的に大渋滞を起こす状況ではなかったと調査結果では出ており

ます。したがいまして、交通量で改めて付加するような実態が出てき
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た場合については、設置者側として県警の交通管制センター等に依頼

して調整を図っていくということでございました。 

10ページの総合判断でございます。駐車台数、駐輪台数については

充足していると認められます。それから、騒音の発生、廃棄物に関す

る事項、街並みづくり等につきまして、適正に配慮されていると認め

られます。 

八日市場市からの意見はなかったということと、住民からの意見等

につきましては、設置者からの対応については適正な対応がなされて

いると判断しております。 

以上のことから、当該店舗の立地に関しましては、指針に照らし適

正に配慮されているものと判断いたしております。県の意見は「なし」

ということで判断させていただきます。 

＜伊藤会長＞ ご質問、ご意見ございましたら、どうぞ。 

＜轟木委員＞ カインズホームとベイシアの区切りなんですけど、１度質問しまして、

この仕切りはどのようになっているんでしょうか。完全に仕切られて、

ベイシアの食品の方に入る入り口は別途つけられているのか。別途とい

うのは、いったんカインズホームから出て食品売り場のスーパーに入る

のかという質問をしましたら、そうではなくて、直接入れそうで、仕切

りがないという回答が来たんです。全くのオープンスペースになって自

由に移動ができるのか。それとも、どこか区切られて、途中で扉がある

のかというのを伺いたかったんですけど、その後調べてわかりましたで

しょうか。 

＜事務局＞ ベイシアに確認しましたところ、仕切りはつくらないということ

でございました。依然として食品関係とホームセンターとの間ではほ

こりだとか、そういう問題があるというのも事実なんですが、店舗の

方の経営方針として、区切りはしないとのことでした。群馬県の本拠

地の方の店舗も同じ形態をとっているんだそうです。つくりそのもの

は同じつくりでいくということで言われています。したがいまして、

仕切りにつきましては、雑貨品とか日用品的なものである程度の高さ

をつくって、それを仕切りがわりにするというお答えでした。 

＜轟木委員＞ 衛生上の問題は保健所の管轄だから、例えば大型店舗の出店に関して、

ここでは特に質問とか確認する必要はないんでしょうか。 

＜事務局＞ 我々サイドでは、その判断はできないといいますか、立地法の中

ではないです。 

＜轟木委員＞ 群馬に実例があるわけですね。 

＜事務局＞ はい。 

＜轟木委員＞ 支障はないということですね。 

＜事務局＞ はい。前回ご説明したのと違いますが、会計するレジが（図面）

一か所ですべてやるということになっているんだそうです。 

＜轟木委員＞ ホームセンターの商品と食品の商品のレジはそこで一括してやると

いうことですか。 

＜事務局＞ 幕張のカルフールを思い出していただければよろしいかと思う

んですけど、ワンフロアにレジが１カ所だけで、電器も買って、日

用品も買って、食品も買って、それを全部買って、１つのレジで集

中しているというのを思い起こしていただければと思います。 
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＜伊藤会長＞ そういう形態だそうでございます。ほかに何かご質問ございましたら、

どうぞ。 

＜崎田委員＞ 緑化の数字が先ほどから気になって見ているんですけれども、計画書

では、この土地では３％が必要だけれども、自分たちは５％でやるという

ことでかなり高い数字が出ているんですが、今回の審議資料には３％の数

字が出ているんですが、これはどういう理由なのか、ちょっと教えていだ

きたいんです。 

＜事務局＞ 緑化面積1,274㎡。 

＜崎田委員＞ はい、そうです。計画書には2,230で出ていますよね。 

＜事務局＞ 例の出入口を予定していた土地が借りられなくなった関係で地

形の形状等も変わりましたので、それに伴いまして―当初は敷地東

側があいていましたので、この辺等も緑地に考えていたんですが、駐

車場につぶされてしまいましたので、さほど緑地がとれなくなったと

いうことのようです。 

＜崎田委員＞ 周りが全部畑だったりするので、今は緑地の面積というのは余り気に

ならないとは思うんですけれども、今後、このように大きなお店が周辺

にふえてきたりすると、緑地を最初にきちんととっていくというのが大

切なことかなと思って、ここのところの緑地の数字を拝見していたもの

ですから。今のお話でよくわかりました。どうもありがとうございます。 

 廃棄物減量化やリサイクルに関して、こちらの店舗は非常に丁寧に数

字を記載してくださっておりまして、このようにやっていただければあ

りがたいと思っています。 

＜中村委員＞ 駐車場の台数が502台とかなり多いんですが、こちらの店舗は駅から

結構近いですよね。出入り口についてはゲートか何かあるんですか。そ

のまま、すっと入れるような駐車場になっているんですか。駅から近い

のでゲートなどがあるかと思われるんですけど、そうすると、また渋滞

や何かに影響するのではないかと思うんですが。 

＜事務局＞ そのまますぐ入れる形で、例えば料金を取るような機械や遮断機

のようなものはございません。 

＜伊藤会長＞ ほかにないようでしたら、県の総合判断は10ページに記してあるとお

りでございまして、「意見なし」というのが意見でございます。これで

妥当とみなしてよろしいでしょうか。自治体、住民からいろいろな意見

が出ましたけれども、設置者に直接要求できないようなものが多いわけ

ですから、該当するところでは適切な対応が認められるということで、

県は「意見なし」としておりますので、皆さん、ご異議がなければ、県

の意見を妥当と認めます。ありがとうございました。 

 

③審議案件３「（仮称）ケーヨーデイツー伊豆島店」について 

＜事務局説明＞          （ＯＨＰ） 

場所は木更津市でございます。設置者は株式会社ケーヨーでござい

ます。場所でございますけれども、水色の線が東関東自動車道でござ

います。北に延びていっているのが東京湾をまたぐ横断道路で、その

根っこの部分でございます。グリーンの線が幹線道路になるものでご

ざいまして、場所は、西側が木更津の市街になっておりまして、その

後背地に新しい住宅団地をつくっていくということで、徐々に山側に
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向かって住宅地が広がっていくような状況でございまして、その一画

に設置しようというものでございます。土地は中尾・伊豆島土地区画

整理組合が造成しているということで、その場所に設置されるもので

ございます。土地の所有形態としては借地でございます。後でまた写

真を見ていただきたいと思うんですが、周辺はまだ分譲はされており

ません。造成の段階でございます。先だっていち早く出店するという

状況でございます。 

届出概要でございますが、新設日は平成15年11月７日を予定してお

りまして、店舗面積は3,831㎡でございます。開店、閉店時刻でござ

いますけれども、午前９時半から午後８時までということで、この店

舗につきましても夜間にならないということでございます。荷さばき

時間帯ですが、これも午前８時から午後８時までということでござい

ます。 

意見でございますけれども、木更津市の意見がありました。後ほど

説明いたしますが、そのほか住民等の意見はございませんでした。 

（図面）続きまして２ページ目でございますけれども、指針に関す

る事項で、１点目の駐車場の収容台数でございますが、指針上の計算

ですと190台ですが、届出台数が208台となっております。この駐車場

でございますけれども、道路を隔てて２か所になっておりまして、第

１駐車場と第２駐車場となっております。西側が主要な幹線でござい

まして、そこからお客さんが入ってくるということで、１区画、中に

入ったところに店舗が位置しておりまして、区画地内に入ってきた車

は出入口№１は右折なしでそのまま通過していただいて、先の交差点

で右折していただいて第１・第２両側の駐車場に入れるという仕組み

になっております。南側から来た車両は、手前の入り口№４、または

交差点を左折、それから、先ほど通過したところの出入口№１から入

れるというようになっております。混雑時のときには車の渋滞を心配

して、出入口№１は出口専用にするということでございます。駐輪場

の確保ということでございますが、指針の参考値が101台ということ

で、実際の計画上の届出台数は135台ということでございます。 

それから、荷さばき施設でございますが、北側が荷さばき施設にな

りますが、作業可能台数は大型車が２台入れるということでございま

す。面積は389㎡で、ホームセンターということでございまして、搬

出入車両が１日２台ということなので、十分なスペースが確保されて

いると考えております。 

経路の設定につきましては、駐車場近辺は先ほどの話のとおりでご

ざいまして、広域的に見た場合、道路が１本縦断するような感じでご

ざいますので、そこへ集中して車が来ます。そこからの店舗への車の

流入という形でございますので、広域的には特に問題はないと考えて

おります。 

歩行者の通行の利便ということで、これは敷地内のことでございま

すけれども、歩行者通路を設けるということでございまして、安全確

保に配慮していくということでございます。 

４ページの廃棄物減量化、リサイクル化でございます。この店舗に

つきましては家電リサイクル法の対象店舗でございまして、家電４品
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につきましては適正な配慮をするということで、収集してメーカーに

引き渡すというやり方で、家電リサイクル法については体制が整って

いるということでございます。そのほか減量化の部分については、審

議資料に書いてございますけれども、コピー用紙の両面使用とか再生

紙を使うことで減量化に努めるということでございます。 

騒音の関係に入る前に、現地を見てきましたので、そちらを先にご

説明させていただきます。 

（図面）これが周辺図でございます。西側に主要な道路がございま

して、周辺は区画整理をやっているところでございます。図面中央に

今回計画の店舗と駐車場ということでございまして、区画整理をやっ

ております周辺には、何もございません。 

以前、事前説明で、この店舗に入ってくるときに、なぜ幹線道路か

ら直接入ってこられないんですかね、というご質問を委員の方から受

けた記憶があるんですが、高低差がございまして、こちらの店舗の方

が高くなっています。幹線道路が一番低くて、店舗に来るに従って高

くなっておりまして、坂を上ってくるような形になっております。幹

線道路から店舗計画地へは階段ができておりまして、車では直接計画

地には行けないようになっておりますので、店舗に来るためには、交

差点で曲がって来るという経路設定になっているようでございます。 

（写真）まず、これがケーヨーデイツーでございます。今、建築中

でございまして、左側が店舗、この店舗の奥側に第１駐車場、右側が

第２駐車場になります。手前にあるのが主要道路。店舗の方が高くな

っておりまして、これほど擁壁で上がっていると。真ん中に見える階

段を上っていかないと、店舗と第２駐車場の間には行けません。です

から、もちろん車では通って行けないと。先ほど話に出てきましたが、

車が行くのは、左側の先に交差点がございまして、主要道路から来る

お客様はぐるっと曲がって、店舗に入るという状況で、これを見てい

ただいてわかりますように区画整理事業地で、この上にはまだほとん

ど何もございません。 

（写真）これは先ほど見た主要道路ではございませんで、主要道路

はこのお店の向こう側にございまして、先ほどの交差点を曲がってぐ

るっと廻って来た前面を見たものでございます。店舗の前面を見ると、

このようになっておりまして、周辺がまだ区画整理中で、正面が店舗、

その前面が第１駐車場、左側に見えます、作業車両がとまっておりま

す、ここが第２駐車場でございます。このような状況でございます。 

（写真）斜め前から見たものでございまして、店舗、第２駐車場。 

店舗の真ん前は、このような場所で、まだ何もない状態でございま

す。 

（写真）この写真でございますが、これは、お客様が交差点を曲が

ったところ、東側から見たものでございます。こちらを見ても何もな

い状況でございます。 

それでは、予測の方の説明に移らせていただきます。５ページから

でございます。先ほど申し上げましたように、周辺には何もございま

せん。何もないというと、いいように思いますけど、騒音の場合、何

もないときには一番近接した地点、例えば周辺が飲み屋とかパチンコ
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屋、そういうものであれば保全対象外ということで予測対象になりま

せんが、ここは区画整理事業地で、もちろん住居のためにやっている

わけですので、最悪ケースを想定しまして、何もないところなんです

が、相手方の一番近いところにそれぞれ予測地点を選んでおります。

そのようなことをやりまして、こちらの対策は、ケーヨーデイツーは

いつも同じなんですが、先ほど話がございましたように、荷さばき施

設は完全屋内化ということで、屋内でやります。写真がありますけど、

屋内化ということで、この中で荷さばきをやるという荷さばき施設で

す。左奥が売り場、手前右側が廃棄物の保管庫や荷さばき施設がある

部分でございます。 

（図面）店舗前面にスピーカーをつけまして、エクステリア商品を

置くわけなんですけど、その範囲のお客様だけに聞こえる程度のレベ

ルで商品紹介をするというスピーカーが２つ。このようなスピーカー

については、実際、使用している店舗のデータをもとにレベル等を設

定してございます。 

そのような結果が次のページでございます。６ページの予測結果で

すが、この店舗は昼間しか営業しないということですので、それぞれ

の地点、基準値55に対して最大でも47ということで、基準値を下回っ

ております。夜間でございますが、夜間についてはすべてとまってお

りまして、受電設備、通常キュービクルと呼んでおりますけど、キュ

ービクルだけが動きます。これに対して、敷地境界の予測地点がござ

いますが、いずれも基準値を下回っています。このような結果から必

要な対応がとられていると判断しております。 

以上でございます。 

続きまして、７ページでございます。廃棄物の保管ですが、届出は

40㎥、指針の算出された容量は29.8㎥ということでございます。保管

場所でございますけれども、この図面でいくと敷地北側になりますけ

れども、ここに保管施設を設けるということでございます。あわせて

審議資料の下の方に書いてございますが、リサイクル関係の廃家電の

置き場でございますけれども、それは別途、廃棄物保管庫の横に設け

てあります。これは６㎥という容量を確保しているということでござ

います。必要容量については、保管日数等を勘案して算出されている

ということでございます。 

廃棄物の運搬、処分についてでございますけれども、リサイクルで

きる段ボール、紙等につきましてはリサイクルへ回すということ。こ

れは処理業者に依頼するということでございます。家電の４品につき

ましては、先ほど申し上げましたように、メーカー引き取りで処分す

るということでございます。 

それから、街並みづくりでございますが、ここに緑化計画として特

に数値的なものはございません。これにつきましては、市の方の行政

指導は特にないわけですが、全体の土地区画整理事業の中で緑地を確

保するということで、個別の店舗には比率的なものは課さないという

ことでございました。 

照明関係につきましては、日没から営業終了までということ。それ

から、光害対策につきましては、照射方向を限定して、外部の方に飛
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散しないような形をとるということでございます。 

次のページの市町村・住民等の意見ですが、木更津市からの意見で

は、内容的には警備員の配置を行って安全対策を講ずるという内容で

ございます。これについては、催し物、あるいはオープン時について

混雑が想定される場合には交通整理員を配置して安全対策を図ると

いうことでございました。 

次に災害時ですけれども、生活必需品の供給について協力をお願い

したいということで、これについては、回答としてはできるだけ協力

するということですけれども、店舗内にどのような商品が陳列される

かによって、市としても改めて協議したいということでございます。 

意見についての総合的な判断でございますが、設置者側としては、

履行について実施に努めるということで、適正な対応が図られている

と判断されます。 

９ページ目の総合判断でございますが、駐車台数、駐輪台数につき

ましては充足されているものと認められます。それから、荷さばき施

設、騒音、廃棄物等につきましても適切な配慮がされているものと認

められます。街並みづくりについても同様でございます。 

木更津市からの意見については、先ほど申し上げましたとおり、適

切な対応がされていると認められ、住民等の意見がなかったというこ

とから、当該店舗に対しまして、指針に照らして適正な配慮がされて

いるものと判断されます。 

したがいまして、県の意見としては「なし」と判断させていただき

ます。よろしくお願いいたします。 

＜伊藤会長＞ 以上、事務局の説明に対しまして、何かご質問、ご意見ありましたら、

どうぞ。 

＜榛澤委員＞ 先ほど崎田委員がおっしゃったように、街並みのところですね。緑化

は、先ほどのご説明ですと特段ないんですが、市の配慮を受けていろいろ

また緑化するようです。そうであれば、ここのところは、「街並みづくり

等への配慮については、適切な配慮がなされている」のではなくて、「適

切な配慮がなされるものと思われるので、適切と認められる」になさった

方がいいのかなと思うんですが、いかがでしょうか。その方が、この設置

者の意向をよく反映しているのかなと思うんです。 

＜崎田委員＞ 私も、今のご意見と同じような意見を持っております。 

＜榛澤委員＞ どうもありがとうございます。 

＜伊藤会長＞ 榛澤先生、文言をもう１度。 

＜榛澤委員＞ 「適切な配慮がなされるものと思われるので、適切と認められる」、

こういうふうにしたらどうですかと。もう少しいい文章があったら、そち

らの方にしていただければと思います。 

＜伊藤会長＞ 「街並みづくり等への配慮がなされるものと思われるので」……。 

＜榛澤委員＞ 今、伊藤先生がおっしゃった方がよろしいですね。 

＜事務局＞ 先ほどの説明で、ここは土地区画整理事業ということで、緑化対

策については全体の土地区画整理事業の中で対応していくというこ

とで、開発行為の許可等が不要であることから、緑化面積に対しては

指導はないというのが現実ですね。先ほどの市からの意見というのは、

木更津市からの意見の２つ目でございますけれども、災害時の生活必
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需品等の供給について協力をお願いしたいと。これについて、できる

だけ協力すると。必需品の供給について協力をお願いということの中

で、品目等、どういったものがあるのかを市の方でも知りたいという

ことで、そういったものについては今後協力していくという内容だっ

たと思います。ですから、少なくとも緑化については対応といいます

か、要するにこうするべきだということ自体がないというのが現状だ

と思います。 

＜榛澤委員＞ すべきではないにしても、結局、やることについては考えていかれる

わけですよね。要するに、今、地球環境問題がかなり大きくなっています

ので、街並みについても、例えば準工業地帯ですと、工場を建てる場合に

は必ず何㎡の緑化となっているわけですね。同じように、このような大き

い施設を建てる場合には、そういうものは必要じゃないかということにこ

れからなっていくと思うんですが、もしこれに書いていただけないんでし

たら、今後、大型店舗の改良のときに、それを入れていただければありが

たいと思います。 

＜伊藤会長＞ 実は４番は街並みづくり等への配慮等なので、緑化計画と、それから

照明と２つあるんですよね。ですから、適切な配慮がなされているものと

認められるというのは、一番該当するのは照明のところなんです。緑化に

ついては、今の事務局の説明だと、つまり全体の土地区画整理事業の中で

の緑化計画があって、ここの当該案件についての特別な指導とかは何もな

いわけですよね。そうなると、あえてそれは書かなくて、街並みづくり等

への配慮については、もし丁寧にやるとしたら、点灯時間、光害対策につ

いてはと。こう書けば適切な配慮が認められる。緑化計画については、特

段何も触れない方法もあるというか、その方が正確かもしれませんね。街

並みづくり等への配慮というところは全部を含んでしまいますから。７ペ

ージのところですね。 

＜古宮委員＞ 配慮の必要がないわけですよね。具体的に施設そのものが配慮すべき

ではなくて、全体の中に入ってしまっているので。 

＜事務局＞ 先ほど議長からお話がありましたように、厳密にするためには限

定したような文言で表現した方がより正確ではなかろうかと思いま

すので、そのような形で……。 

＜伊藤会長＞ 今、古宮先生がおっしゃったとおりで、配慮する必要がないものまで

含んで配慮が適切とすると、ちょっと問題があるんじゃないかというご意

見ですね。 

＜榛澤委員＞ 法的にはそうかもしれませんけど、やはりこれからの将来を考えた場

合、そこへの配慮は必要じゃないかなと思うんですよね。そういうことを

我々は考えておったということを……。 

＜古宮委員＞ この施設は、それについて全く配慮してないんです。先生のご意見だ

と、そのことについて意見を述べなきゃいけないということになりますよ

ね。 

＜榛澤委員＞ 私が言うのは、そうであるとするならば、今後、例えば立地法を改変

するときがあったときには、それを入れていただきたいですねということ

です。 

＜古宮委員＞ そうなんですが、先生のご意見をこの意見の中でどう反映していくか

ということなんです。 
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＜榛澤委員＞ そのとおりです。 

＜伊藤会長＞ ４番については総合判断です。現在、当該案件について当事者がどう

やっているかということを判断するわけで、配慮しなくてもいいことだか

ら配慮してないわけですね。光害対策、日照時間についてはちゃんとやっ

ていると。そういう意味ですから、事務局の説明にあった街づくり等への

配慮というところには、配慮すべきことというところが何か限定して入れ

てもらった方がいいですね。榛澤先生のは総合判断というよりも要望にな

ってしまうことになりますから。 

＜榛澤委員＞ 要望かもしれませんが、そういうことも設置者側としては考えていら

っしゃるわけですね。だとするならば、街並みづくりへの配慮については

前向きであるということを１つ入れた方がいいのかなと思ったものです

から。 

＜伊藤会長＞ 前向きなんですか。 

＜崎田委員＞ 私の意見は、総合判断の文言の中には、ここの場所は指定がないわけ

ですから、限定的に光のこととか、そういうことで配慮しているというこ

とにしておいていただいて、ただし、審議会の席上、委員からこういうよ

うな意見が出たということで、これを店舗側に口頭でお伝えいただければ

と思います。 

＜伊藤会長＞ その方がベターでしょうね。 

＜崎田委員＞ 先ほど来のご意見のように、ここの場所では特に法的な数値がないか

らといって、敷地面積約１万㎡あるところで、だから、緑化はゼロですと

いうのは……。今後はいろいろ積極的にと思いますので、口頭で言ってい

ただければと思いますが、いかがでしょうか。 

＜伊藤会長＞ もしそのように崎田先生がおっしゃるなら、審議資料の７ページのと

ころには緑化面積に対する特段の指導はないけれども、審議会としては、

緑化計画については十分努力してもらいたいと。 

＜崎田委員＞ はい。地域の生活環境に配慮して考えてほしいとか。 

＜伊藤会長＞ 意見といいますか、審議会として口頭で伝えるということならばでき

るだろうと思います。ですから、１、２、３、４という総合判断のところ

では、ちょっと記載するのは……。言外に配慮というのがあるから、この

記載は緑化計画については除いているんだよと読みかえれば読みかえら

れないこともないけれども、誤解を招くといけませんから、「街並みづく

り等への配慮については、光害対策、日照時間等については適切な配慮が

なされた」、このように言って、意見を添えるという形で、指導はないん

だけれども、これだけの面積だから、ちゃんと考えろという意見が出まし

たよということでよろしかろうと思います。 

＜伊藤委員＞ 出店者側に何を期待するかということがあるんでしょうかね。緑化に

ついては事業主体が違うわけです。ですから、意見というのは……。 

＜榛澤委員＞ ですから、総合判断はこのままにしておいて、ただ、今おっしゃった

ように、口頭で言うには問題ないんじゃないでしょうかね。委員の先生か

ら、そういう意見もあったと。 

＜古宮委員＞ 今、先生がおっしゃったのは、区画整理事業の事業者と出店者との間

の乖離があるという、それはどう調整を図っていくのか。意見を述べる場

合に、口頭にしても、どこに意見を述べるのかと。その問題だと思うんで

すね。 
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＜崎田委員＞ いわゆるお店に法的な数字の規制はないけれども、地域の生活環境の

ために配慮していただければという意見が出ましたというふうに素直に

お店に伝えていただければよろしいのではないでしょうか。 

＜榛澤委員＞ 私は思うんですが、多分、この店舗の資料に地域の環境を損ねないよ

うにするということが書いてあったと思うんですね。だとすると、大きく

解釈すれば、損なうのではないかと思うんです。あくまで私の意見ですが。 

＜古宮委員＞ この出店の計画の中では、緑化計画について出店者側は何も考えてな

いんですよ。 

＜榛澤委員＞ それはいいんですよ。 

＜古宮委員＞ そうではなくて、何も考えてないということを前提にすると、何も考

えてないことについて指摘する必要があると思う。つまり何も考えてない

ということを前提にするんですよ。正直言って、私も記録を読んだだけで

は、そうかどうかもまだわからないんですよ。ないということを前提にす

ると、もう少し考えてほしいという口頭の意見というのは生きてくると思

うんです。 

＜伊藤会長＞ 伊藤委員のおっしゃられたところでお答えするならば、やはり緑化計

画を考えてほしいという先は、この事業者です。その区画整理地内のこと

ですから。土地区画整理事業全体のことではなくて、ケーヨーデーツーと

いう店舗について考えてくださいと。申し出るとしたら、この審議会とし

ては、そこへ議論を持っていくんですよね。そうでないと、土地区画整理

組合の云々というところについては、私たちは何も意見を言える筋合いで

はないですから。あくまでも対象者は、言うとしたら、この店舗の設置者

しかないわけです。 

＜伊藤委員＞ この審議会で……。 

＜伊藤会長＞ ええ、そうです。 

＜伊藤委員＞ 立地法上、これはやらなくてもいいわけだよね。 

＜古宮委員＞ 義務的ではないです。強制ではできない。 

＜事務局＞ 区画整理組合の中で、そういった形で緑地が既に確保されていて、

土地を買うに当たって出店者は負担しているわけですよね。全体的な

緑地の確保について、そういったことを既に負担しているわけです。

だから、さらにそれに上乗せで、審議会としてどれだけのことを言う

かということだと思います。 

＜伊藤会長＞ それは言えるでしょう。どういう要望を出しても、口頭なら言えるん

じゃないですか。立地法に従ったことについてはそのとおりにやらなきゃ

いけませんが、要望についてはある程度というか、すごく筋違いなことは

言えませんけど、このような状況で緑化計画はあり、負担はされておるけ

れども、店内で緑化について関心を持たなくてもいいとか、持つ必要がな

いというのではちょっと困るというか、緑化について考えていただきたい

ということが要望として審議会から出ましたよということぐらいは言っ

てもいいでしょう。 

＜古宮委員＞ ご心配はないと思うんですよ。審議項目として、街並みづくり等につ

いての意見は審議会としては言えるわけですよね。その中に緑化の問題も

当然含まれているわけで、ただ、たまたまこの場合は指導する範囲に入っ

てない、つまり法的義務はないから指導しないんだということになってい

ますけれども、全体として、もともとは意見として述べる機会、権限があ
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るということですから、それは心配ないと思うんですよね。 

＜伊藤会長＞ そういうことでお願いいたします。 

＜事務局＞ 審議会の要望事項として、緑化計画について努力してほしいとい

う旨を設置者側にお伝えすることにいたします。 

＜崎田委員＞ 廃棄物に関しては、こちらの施設は数値的にもそうですが、減量やリ

サイクル計画を非常に細かく考えてくださっておりまして、大変きちんと

した書類を出していただいてありがたいと思っています。あと、家電リサ

イクルの保管に関しても、前年度の数値からきちんと予測値を出すとか、

割に積極的に数値を出してくださっていて、家電のことなどもこのように

データが出てくると、書類などを拝見して取り組み方がわかるので、この

ように書いていただけるようなお店がふえるとわかりやすい感じがいた

しました。ですから、結構きちんと考えていらっしゃる店舗だと思います。

先ほどの緑化の件についても、きっといろいろお考えいただけるというか、

そういう意識の高い店舗だとは思いますので、一言言っていただければと

いう感じがいたしておりましたので、よろしくお願いいたします。 

＜伊藤会長＞ これから出してくるときにモデル的な、廃棄物のところは、ほかもこ

れぐらいしっかり書いてもらいたいと。こういうことは、県としても１つ

参考になりますね。 

＜事務局＞ 指導させていただきます。 

＜伊藤会長＞ これぐらいのレベルでやれと言えばいいわけですからね。 

＜榛澤委員＞ 私の方も１つ言わせていただきますと、カインズホームの八日市場の

件ですけど、この交通処理に関しましては、事務局の指導がよくてきちん

とされていますので、今後このようにしていただけるといいかなという気

がいたします。 

＜伊藤委員＞ 事務局から努力義務という感じではなくて、配慮というぐらいのこと

で言ってもらう方がいいと思うんです。義務を発生させるというのはいか

がかと思う。 

＜事務局＞ わかりました。 

＜伊藤会長＞ そこは行政指導の微妙なところですが、あうんの呼吸でやってくださ

い。 

＜事務局＞ はい。 

＜伊藤会長＞ それでは、ケーヨーデーツーの伊豆島店、ほかにご異議がなければ、

ちょっと文言を考えていただくということが総合判断のところでありま

したが、「意見なし」という県の案、よろしいですね。 

 それでは、３つ目の案件、ケーヨーデーツーは終了いたしました。 

 ３件とも、県の「意見なし」ということで、これらは妥当であるという

のが審議会の結論でございます。 

 

○議題（２）変更の届出等に対する県意見の報告に係る議事については、次のとおり

であった。 

 

＜伊藤会長＞ 大分時間が過ぎてしまいましたが、報告案件が８つありますので、

説明を要するようなところだけに絞って、あとは手短にお願いできた

らと思います。お願いします。 

＜事務局＞ 報告案件は８件です。このうち市町村意見、住民意見があったの
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が４番、野田ショッピングセンターでございますが、この「意見あり」

の内容ですけれども、24時間営業に関して、中学生、高校生のたまり

場とならないような保安、非行防止の強化を願いますと。それから、

住民意見では、夜間、徘徊者があるということで、見回りを強化して

ほしいという意見でございました。これについては、警備員を置いて

巡回等を行って警備をしていきますという回答を得ております。 

 そのほか、店舗面積の増加として６番目に記載されておりますが、

これは同一敷地内に新しく別棟でマツモトキヨシが出店してきたこ

とで店舗面積が増加したということでございます。 

 ２番目の件で駐車場の収容台数の増加というのがございますけれ

ども、これは旧店舗でございまして、閉店時刻の変更を機に駐車台数

もふやしたいということで、指針値で計算し直すと44台ということで

すけれども、それ以上の駐車場を確保するということですので、特に

問題はないと認められ、報告案件は事務局側で処理させていただきま

した。よろしくお願いいたします。 

＜伊藤会長＞ この報告案件について、何かご質問ございましたら。特段ないようで

ございましたら、きょうの審議は終了いたしますので、あとは事務局の司

会の方から。 

 

＜司会＞ 特にございませんので、これにて第25回千葉県大規模小売店舗立地審議会

を終了させていただきます。 

               （  傍聴者退室  ） 

 

 

６ 閉 会：午後４時３０分 

 

以上 

 

 

 

平成１６年  月  日 

 

 

議事録署名人            印  

 

 

議事録署名人            印  

 

 


